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湖北分庁舎機械警備委託業務仕様書 

 

この仕様書は、長浜市（以下「市」という。）が所有する庁舎の管理運営及び財産の保護を円滑に行う

ため、受注者が設置する機械警備システム及び警備業務の仕様を示すものである。 

 

 

１． 目 的 

湖北分庁舎の警備体制を強化し、建物内における火災、侵入及び盗難等不法行為の防止とこれらの早

期発見を目的とする。 

 

２．業務概要等 

（１）業務番号  令和８年度 長北管第１５号 

（２）業務名称  湖北分庁舎機械警備委託業務 

（３）業務場所  滋賀県長浜市湖北町速水 

 

３． 警備対象施設 

（１）所 在 地  滋賀県長浜市湖北町速水２７４５番地 

（２）施設名称  長浜市役所湖北分庁舎 

（３）延床面積  ４１３７．５４㎡（１階：1491.34㎡ ２階：1324.83㎡ ３階：1321.37㎡） 

 

４． 契約期間及び警備時間 

業務の契約期間及び警備時間は、次のとおりとする。 

（１）契約期間 

令和８年７月１日から令和１４年６月３０日まで 

地方自治法第 234条の 3に基づく長期継続契約とする。 

 

 

 

 

 

  

   なお、契約期間中に、受注者の責めに帰すべき事由により、機械警備システムが稼動できないと

きは、受注者の負担により現場に警備員を必要数常駐させるなど、機械警備システムと同等以上の

機能、効果を有する方法で警備を実施し、財産の保全に努めること。 

長期継続契約 

 この入札は「長浜市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例（平成１８年長浜市条

例第 248 号）」に基づく長期継続契約に係る入札である。契約期間は７２ヵ月とするが、議会の承認

による債務負担行為を設定していないので、この契約の締結日の属する年度の翌年度以降において歳

出予算が削減される場合がある。この場合は契約を変更又は解除することになる。 
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（２）警備時間 

警備システム作動開始の信号を受けたときに始まり、警備システム作動解除の信号を受けるまでの

時間とする。 

（３）基準時間 

開庁日（平日）は、午後５時１５分から翌日午前８時３０分まで。 

 

５． 警備任務 

（１）火災、侵入及び盗難等不法行為の拡大防止 

（２）事故確認時における関係先への通報、連絡 

（３）警備報告書、事故報告書の提出 

 

６．警備実施要領 

１階西通用口に受信装置及び施設内各部屋に警報センサーを新たに設置し、一般電話回線等により、

受注者の本社又は通信指令本部と接続する自動通報方式による機械警備とする。（遠方通報監視システ

ム）ただし、一般電話回線以外を使用する場合の通信にかかる費用は受注者の負担とする。 

なお、回線断線又は通信不能を通信指令本部等で検知できる機能等を有し、通信不能時には必要な措

置等を講じること。 

（１）警備システムの機能は、次のとおりとする。 

①建物内へ不法侵入する者を早期に発見する機能を有すること。（侵入者警備エリアのみ） 

②火災の発生を探知する機能を有すること。（建物全体） 

③別紙１に示す警備エリアごとに回路を分けてセンサーを設置すること。なお、将来的に警備エリ

アが増えることも想定しておくこと。 

④別紙１に示す警備エリアのうち、共用部については最初の登庁者が警備解除の操作をしたら、当

該共用部についても警備解除が自動的に行われるものとする。 

なお、最終の退庁者が警備開始の操作をしたときも同様に警備開始が自動的に行われるものとす

る。 

⑤１階西通用口に、別紙１に示す警備エリアごとに警備の開始、解除が行えるよう操作盤を設置す

ること。なお、操作盤はタグ等により、オン・オフ操作ができるものとすること。 

⑥１階西通用口の外部との扉については、タグ等による電気錠を設置すること。 

⑦上記⑤⑥の操作に必要なタグ等は、長浜市が指定する数量を受注者の負担により長浜市に貸与す

ること。 

⑧受注者の本社又は通信指令本部と接続する如何に問わず、操作盤付近に異常発報を確認できるブ

ザー等を設置すること。 

⑨受注者の本社又は通信指令本部との接続は、それぞれの侵入者警備エリアで最終退庁者が警備シ

ステム作動の認証を行ったとき（警備開始となるとき）に自動的に行われるものとする。遮断操
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作についても同様に最初の登庁者の操作によるものとする。 

（２）警備エリア一覧等の概要 

別紙１「湖北分庁舎機械警備エリア図」のとおり 

（３）異常事態発生時の対応 

受注者は、この契約の遂行にあたって設置した端末機器により、異常事態発生の信号が発せられた

場合には、直ちに警備員を現場に急行させ、異常事態の確認を行うとともに、火災の場合は消防署へ、

侵入及び盗難の場合は警察署へ連絡し、併せて別に定める連絡者へ直ちに連絡し、協力して事態の処

理にあたること。 

（４）受注者の警備担当者が出動した場合の料金は、契約金額（月額）に含むものとし、出動毎の支払 

いは行わない。なお、発注者は、警備装置の開始・解除操作を適切に行うとともに、誤操作による警 

報発報を防止するよう十分注意するものとする。 

 

７．機器の維持管理等 

設置した警備システムの保守点検及び維持管理は、次のとおりとする。 

（１）施設内に設置した警備システムは、受注者の責任において保守点検を行い、常に正常な機能を発

揮するよう維持管理すること。 

（２）契約期間中、警備システムの誤作動によって生じた損害は、受注者の負担とする。 

（３）施設内に設置した警備システムについて、受注者は、期間が満了したときは速やかに警備システ 

ムを撤去し、原状に復すること（契約解除による場合も同じ）。 

（４）警備システムの新規の設置、撤去等を契約に含むこと。 

 

８．施設の鍵の貸与 

施設の鍵の貸与については、次のとおりとする。 

（１）市は、警備業務の遂行上必要となる施設の鍵を受注者に貸与することができる。 

（２）受注者は、貸与された施設の鍵を複製してはならない。 

（３）受注者は、契約を満了又は解除したときは直ちに貸与された施設の鍵を返還しなければ 

ならない。 

 

９．警備報告書等の提出 

契約期間中に実施した業務について、下記の報告書を提出すること。 

（１）警備月報 

   ①記載事項 期間中の毎日の警備状況 

   ②提出時期 当該月の翌月の５日まで 

（２）異常事態発生報告書 

①記載事項：異常事態発生通報の原因 



 - 4 - 

②提出時期：異常事態発生通報があった都度 

（３）事故報告書 

①記載事項：事故発生の状況、内容、その対応方法及びその他必要事項 

②提出時期：事故発生後速やかに 

（４）発注者が必要と認めた時は、委託業務の実施状況に関する資料を提出すること。 

 

１０．損害の補償及び免責事項 

（１）補償事項 

①契約期間中に受注者の責任において発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む）は、受注者

が補償すること。 

②業務時間中に、受注者が派遣する警備員が被った被害は、受注者が補償すること。 

（２）免責事項 

①市の瑕疵によるもの 

②受注者の責に負わない一般電話回線等の不通によるもの 

③天災地変その他不可抗力によるもの 

但し、その損害の発生が発注者の過失行為または行為による場合はこの限りでない。 

 

１１．業務遂行上の義務 

業務遂行にあたっては、次の事項を十分に遵守すること。 

（１）本書は、業務の大要を示すものであって、本書に記載されていない事項であっても、現場状況に

応じ警備上必要と認められる業務及び市が必要と認め指示した業務については、誠意をもって実施

すること。 

（２）善良な管理者の注意をもって業務にあたること。 

（３）業務上知り得た事項を他に漏らさないこと。 

（４）警備員は、受注者の指定する制服を着用すること。 

（５）警備業法、同法施行規則及び滋賀県公安委員会規則に規定する事項を遵守すること。 

 

１２．特記事項 

（１）警備機器の設置に際しては、現行の警備業務受注者と作業工程等の調整を必ず実施し、警備シス

テムを円滑に移行すること。 

（２）機械警備システムの誤操作等を防止するため、施設関係者に操作方法を説明すること。 

（３）この契約は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第２３４条の３の規定による長期継続契約で

あるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る発注者の歳出

予算において減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を変更し、又は解除することができ

る。 
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（４）前項の規定によりこの契約を変更し、又は解除された場合において、受注者に損害が生じたとき

は、受注者はその損害の賠償を発注者に請求することができる。 

 



別紙１ 湖北分庁舎機械警備エリア図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


